
船舶事故調査報告書 

令和７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年４月８日 ０６時３１分ごろ 

発生場所 千葉県木更津港君津水路北西方沖 

 木更津港富津第１号灯標から真方位１２２°１,８２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２２.４′ 東経１３９°４９.４′） 

事故の概要  貨物船第五十八進
しん

宏
こう

丸は、左転しながら航行中、また、押船海
かい

燕
えん

二

号は、台船C
シー

B
ビー

７０３と押船列を構成して漂泊中、第五十八進宏丸と

CB７０３とが衝突した。 

事故調査の経過 令和６年４月２６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第五十八進宏丸、４９９トン 

   １４３８５０、進宏海運株式会社（Ａ社） 

Ｂ 押船 海燕二号、１９トン 

２３２－２６５１１千葉、日鉄物流株式会社（Ｂ社） 

Ｃ 台船 CB７０３、約４３２トン 

   なし、Ｂ社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

  航海士Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に塗膜剝離 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部外板に擦過傷及び左舷船首部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約１００ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮流 南西流 

千葉県君津市には、令和６年４月７日１６時１０分に濃霧注意報が

発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、霧により視界が

制限される中、君津水路の企業岸壁に向けて木更津港の錨地を法定灯

火を表示して出発した。 

Ａ船は、約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動

操舵により南西進中、船長Ａは、航海士Ａと共にレーダー映像でＢ船

及びＣ船で構成された押船列（以下「Ｂ船押船列」という。）を左舷

船首方に認めた。 

船長Ａは、Ｂ船押船列を認めた際、レーダー映像でＢ船押船列にほ

とんど動きが見られなかったので、Ａ船が君津水路に向けて航行して



もＢ船押船列と安全に通過できると思い、Ｂ船押船列の動静をレー

ダーを使用して継続的に監視していなかった。 

Ａ船が君津水路北西方沖に差し掛かったので、航海士Ａは手動操舵

に切り替えて同水路に向けてＡ船を左転させながら操船を続けた。 

Ａ船の船首が南東方を向いた頃、船首方至近に急に現れたＢ船押船

列を目視で認めた航海士Ａが左舵一杯を取ったものの、Ａ船の右舷船

首部とＣ船の左舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、航海士Ａに主機を中立運転にするよう指示し、Ｂ船押船

列の船名を調べた後、Ａ社へ本事故の発生を連絡した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、Ｂ船の船首部を無人の状態の

Ｃ船の船尾凹部に連結してＢ船押船列を構成し、霧により視界が制限

されていたので待機する目的で、君津水路北西方沖で、機関を中立運

転として法定灯火を表示し、船首を北東方に向けて漂泊していた。 

船長Ｂは、霧により視界が制限される中、レーダー映像で左舷船首

方にＡ船を確認し、左舷対左舷で安全に通過できると思った。 

その後、船長Ｂは、Ａ船が左転してＢ船押船列に接近するのを認め

たが、Ａ船はＢ船押船列の船尾方を通過して君津水路に進入すると

思った。 

船長Ｂは、左転して接近するＡ船が見えるかもしれないと思い、目

視で左舷方を見ていたところ、Ｂ船押船列の左舷船首方至近にＡ船を

認め、慌てて全速力後進としたものの、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航行経路図 

 

船長Ｂは、Ｂ船押船列の損傷を確認した後、海上保安庁へ本事故の

発生を通報した。 

Ａ船及びＢ船押船列は、共に国際ＶＨＦ無線電話装置（以下「ＶＨ

Ｆ」という。）を使用しておらず、音響信号も行っていなかった。 

事故発生場所 
（令和６年４月８日 
 ０６時３１分ごろ発生） 
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木更津港富津第１号灯標 



分析 Ａ船は、霧により視界が制限される状況下、船長Ａが、Ｂ船押船列

を認めた際、Ｂ船押船列と安全に通過できると思い、その動静をレー

ダーを使用して継続的に監視していなかったことから、視認した際に

避航動作が遅れ、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、レーダー映像でＢ船押船列にほとんど動きが見られな

かったことから、Ａ船が君津水路に向けて航行してもＢ船押船列と安

全に通過できると思ったものと考えられる。 

Ｂ船押船列は、霧により視界が制限される状況下、船首を北東方に

向けて漂泊中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船押船列の船尾方を通過すると思

い、Ａ船の動静をレーダーを使用して継続的に監視していなかったこ

とから、避航動作が遅れ、Ｂ船押船列の左舷船首方至近にＡ船を認

め、全速力後進としたものの、Ｃ船とＡ船とが衝突したものと考えら

れる。 

船長Ｂは、霧により視界が制限される状況下、左転して接近するＡ

船が見えるかもしれないと思い、目視で左舷方を見ていたことから、

Ｂ船押船列の左舷船首方に接近しているＡ船に気付かず、Ａ船に対す

る避航動作が遅れたものと考えられる。 

船長Ａ及び船長Ｂは、霧により視界が制限される中、ＶＨＦの使用

や音響信号を行っていなかったことから、それぞれ避航動作が遅れた

可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、濃霧注意報が発表され視界が制限される状況下、Ａ船が

君津水路に向け左転しながら航行中、Ｂ船押船列が船首を北東方に向

けて漂泊中、船長Ａが、Ｂ船押船列と安全に通過できると思い、Ｂ船

押船列の動静をレーダーを使用して継続的に監視していなかったた

め、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船押船列の船尾方を通過すると思い、

Ａ船の動静をレーダーを使用して継続的に監視していなかったため、

両船の避航動作がそれぞれ遅れ、Ａ船とＣ船とが衝突したものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、レーダー映像で他船を認めた場合には継続的にその動静

に注意を払い、また、衝突のおそれがある場合には余裕のある時

機に衝突を避ける措置を採ること。 

 ・船長は、相手船との意思疎通を図る場合にはＶＨＦを活用した

り、相手船の操船意図が不明な場合には警告信号を発したりする

こと。 

・船長は、航路の入口付近等で漂泊を行う場合、他船の接近に注意

し、自船も避航操船ができる状態として、厳重な見張りを継続す

ること。 

 


